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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境界検出手段と、
　前記断層画像を解析することで、前記断層画像における網膜領域の外側の領域及び内側
の領域であって、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値未満である前記外
側の領域及び前記内側の領域が前記断層画像から除かれた領域を前記網膜領域として決定
し、前記網膜領域において、内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの少なくとも
一部の領域を含む第１領域と、前記第１領域とは異なる第２領域であって、前記境界から
視細胞内節外節境界部までの少なくとも一部の領域を含む第２領域とを決定する決定手段
と、
　前記断層画像の深さ方向において、前記第１領域の厚さと前記第２領域の厚さとを比較
する比較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定手段
と、
　前記断層画像を解析することで、前記眼底の異常部位を検出する異常部位検出手段と、
前記推定手段により推定された中心窩の位置と前記異常部位検出手段により検出された異
常部位の位置との関係に基づいて、該関係に対応する中心窩の位置と異常部位との位置と
の関係を有する断層画像を記憶手段から取得する類似画像取得手段と、
を備えた画像処理装置。
【請求項２】
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　前記決定手段は、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値未満の領域が前
記網膜領域から除かれた領域において、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が
閾値以上の領域を前記第１領域として決定し、前記濃度または前記輝度が閾値未満の領域
を前記第２領域として決定することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記第１領域と前記第２領域とを決定するための閾値を、前記断層画
像におけるＡスキャン毎に判別分析法により決定することを特徴とする請求項２に記載の
画像処理装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、前記断層画像から検出された層境界に基づいて、前記断層画像を構成
する画素の濃度または輝度が閾値未満の領域が前記網膜領域から除かれた領域において、
前記第１領域と前記第２領域とを決定することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装
置。
【請求項５】
　前記比較手段は、前記比較結果として前記第１領域の厚さと前記第２領域の厚さとの差
を出力することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記比較手段は、前記比較結果として前記第１領域の厚さと前記第２領域の厚さとの比
または前記第１領域の厚さ若しくは前記第２領域の厚さと前記第１領域および前記第２領
域の厚さの和との比を示す値を出力することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記第１領域および前記第２領域は内境界膜から視細胞内節外節境界部までの範囲に含
まれることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記深さ方向に直交する方向における複数の位置の前記比較結果の移動平均を算出する
算出手段を更に備え、
　前記推定手段は、前記算出手段により算出された移動平均に基づいて前記中心窩の位置
を推定することを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記推定手段は、前記比較結果に基づいて前記中心窩の位置を推定できない場合、
　前記断層画像の中心を前記中心窩の位置として推定する、
　または、固視灯の提示位置に関する情報に基づいて前記中心窩の位置を推定することを
特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記推定手段は、前記検出された層境界に基づいて前記中心窩を推定し、前記層境界に
基づいて前記中心窩を推定できない場合に、前記比較手段による比較結果に基づいて前記
中心窩を推定することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の画像処理装置
。
【請求項１１】
　前記推定手段は、前記深さ方向における前記断層画像の輝度または濃度の積算値に基づ
いて前記中心窩を推定し、前記積算値に基づいて前記中心窩を推定できない場合に前記比
較手段による比較結果に基づいて前記中心窩を推定することを特徴とする請求項１乃至９
のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記推定手段は、固視灯の提示位置に関する情報に基づいて前記中心窩の位置の推定を
実行するか否かを判断することを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の画
像処理装置。
【請求項１３】
　前記眼底に対して異なる方向に、または前記眼底の異なる位置に、測定光を走査するこ



(3) JP 6748434 B2 2020.9.2

10

20

30

40

50

とで得られた複数の断層画像を取得する取得手段を更に備え、
　前記推定手段は、前記複数の断層画像それぞれにおける前記比較結果に基づいて前記中
心窩の位置を推定することを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の画像処
理装置。
【請求項１４】
　前記推定手段により推定された前記中心窩の位置を示す情報を前記断層画像または前記
眼底の正面画像に重畳して表示手段に表示させる表示制御手段を更に備えたことを特徴と
する請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記推定手段により推定された前記中心窩の位置に基づいて、前記中心窩の位置を含む
前記断層画像における一部の領域を抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出された領域における前記深さ方向に沿った前記断層画像を構成
する画素の濃度または輝度の変化に基づいて網膜剥離を検出する網膜剥離検出手段と、
を更に備えることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記第１領域の厚さおよび前記第２領域の厚さの少なくとも一方に基づいて前記中心窩
の異常度を判定することを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の画像処理
装置。
【請求項１７】
　眼底の断層画像における網膜領域の外側の領域及び内側の領域であって、前記断層画像
を構成する画素の濃度または輝度が閾値未満である前記外側の領域及び前記内側の領域が
前記断層画像から除かれた領域を前記網膜領域として決定し、前記網膜領域において決定
された第１領域及び該第１領域とは異なる第２領域であって、前記断層画像の深さ方向に
おいて、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値以上の第１領域の大きさと
、前記濃度または前記輝度が閾値未満の第２領域の大きさとを比較する比較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定手段
と、
　前記断層画像を解析することで、前記眼底の異常部位を検出する異常部位検出手段と、
　前記推定手段により推定された中心窩の位置と前記異常部位検出手段により検出された
異常部位の位置との関係に基づいて、該関係に対応する中心窩の位置と異常部位との位置
との関係を有する断層画像を記憶手段から取得する類似画像取得手段と、
を備えた画像処理装置。
【請求項１８】
　前記推定手段は、前記断層画像における前記比較結果が示す値の極点に基づいて前記中
心窩の位置を推定することを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の画像処
理装置。
【請求項１９】
　前記推定手段は、前記断層画像において前記第２領域の厚さに対する前記第１領域の厚
さが最も小さいことを示す部分を前記中心窩の位置として推定することを特徴とする請求
項１乃至１８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２０】
　眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境界検出手段と、
　前記断層画像における網膜領域の外側の領域及び内側の領域であって、前記断層画像を
構成する画素の濃度または輝度が閾値未満である前記外側の領域及び前記内側の領域が前
記断層画像から除かれた領域を前記網膜領域として決定し、前記網膜領域のうち内境界膜
から外網状層と外顆粒層との境界までの少なくとも一部の領域のみの厚さの分布に基づい
て、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定手段と、
　前記断層画像を解析することで、前記眼底の異常部位を検出する異常部位検出手段と、
　前記推定手段により推定された中心窩の位置と前記異常部位検出手段により検出された
異常部位の位置との関係に基づいて、該関係に対応する中心窩の位置と異常部位との位置
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との関係を有する断層画像を記憶手段から取得する類似画像取得手段と、
を備えた画像処理装置。
【請求項２１】
　前記推定手段は、前記厚さの極点にもとづいて前記中心窩の位置を推定することを特徴
とする請求項２０に記載の画像処理装置。
【請求項２２】
　前記記憶手段は、複数の断層画像それぞれを中心窩の位置および異常部位の位置と対応
付けて記憶することを特徴とする請求項１乃至２１のいずれか１項に記載の画像処理装置
。
【請求項２３】
　前記類似画像取得手段は、前記推定手段により推定された中心窩の位置と前記異常部位
検出手段により検出された異常部位の位置との関係と、中心窩の位置と異常部位との位置
との関係との差が閾値以内となる断層画像を、前記記憶手段から取得することを特徴とす
る請求項１乃至２２のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２４】
　前記決定手段は、前記断層画像の外周から中央部に向かってスキャンして前記断層画像
を構成する画素の濃度または輝度が閾値を超える画素までの前記外側の領域である背景領
域を決定し、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値未満の領域のうち該領
域の位置と形状と面積とのうち少なくとも一つの情報に基づいて前記内側の領域である孤
立領域を決定し、前記背景領域及び前記孤立領域が前記断層画像から除かれた領域を前記
網膜領域として決定することを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の画像
処理装置。
【請求項２５】
　眼底の断層画像を取得するＯＣＴ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇ
ｒａｐｈｙ）装置と通信可能に接続されることを特徴とする請求項１乃至２４のいずれか
１項に記載の画像処理装置。
【請求項２６】
　眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境界検出工程と、
　前記断層画像を解析することで、前記断層画像における網膜領域の外側の領域及び内側
の領域であって、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値未満である前記外
側の領域及び前記内側の領域が前記断層画像から除かれた領域を前記網膜領域として決定
し、前記網膜領域において、内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの少なくとも
一部の領域を含む第１領域と、前記第１領域とは異なる第２領域であって、前記境界から
視細胞内節外節境界部までの少なくとも一部の領域を含む第２領域とを決定する決定工程
と、
　前記断層画像の深さ方向において、前記第１領域の厚さと前記第２領域の厚さとを比較
する比較工程と、
　前記比較工程における比較結果に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定工
程と、
　前記断層画像を解析することで、前記眼底の異常部位を検出する異常部位検出工程と、
　前記推定工程において推定された中心窩の位置と前記異常部位検出工程において検出さ
れた異常部位の位置との関係に基づいて、該関係に対応する中心窩の位置と異常部位との
位置との関係を有する断層画像を記憶手段から取得する類似画像取得工程と、
を含む中心窩の推定方法。
【請求項２７】
　眼底の断層画像における網膜領域の外側の領域及び内側の領域であって、前記断層画像
を構成する画素の濃度または輝度が閾値未満である前記外側の領域及び前記内側の領域が
前記断層画像から除かれた領域を前記網膜領域として決定し、前記網膜領域において決定
された第１領域及び該第１領域とは異なる第２領域であって、前記断層画像の深さ方向に
おいて、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値以上の第１領域の大きさと
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、前記濃度または前記輝度が閾値未満の第２領域の大きさとを比較する比較工程と、
　前記比較工程における比較結果に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定工
程と、
　前記断層画像を解析することで、前記眼底の異常部位を検出する異常部位検出工程と、
　前記推定工程において推定された中心窩の位置と前記異常部位検出工程において検出さ
れた異常部位の位置との関係に基づいて、該関係に対応する中心窩の位置と異常部位との
位置との関係を有する断層画像を記憶手段から取得する類似画像取得工程と、
を含む中心窩の推定方法。
【請求項２８】
　眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境界検出工程と、
　前記断層画像における網膜領域の外側の領域及び内側の領域であって、前記断層画像を
構成する画素の濃度または輝度が閾値未満である前記外側の領域及び前記内側の領域が前
記断層画像から除かれた領域を前記網膜領域として決定し、前記網膜領域のうち内境界膜
から外網状層と外顆粒層との境界までの少なくとも一部の領域のみの厚さの分布に基づい
て、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定工程と、
　前記断層画像を解析することで、前記眼底の異常部位を検出する異常部位検出工程と、
　前記推定工程において推定された中心窩の位置と前記異常部位検出工程において検出さ
れた異常部位の位置との関係に基づいて、該関係に対応する中心窩の位置と異常部位との
位置との関係を有する断層画像を記憶手段から取得する類似画像取得工程と、
を含む中心窩の推定方法。
【請求項２９】
　請求項２６乃至２８のいずれか１項に記載の推定方法をコンピュータに実行させること
を特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示の技術は、中心窩の位置を推定する画像処理装置、推定方法、システム及びプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　中心窩は黄斑の中心部にある直径０．４ｍｍ程度の領域で、健常眼の断層画像では陥凹
領域として観察される。また、中心窩に近いほど視機能を司る視細胞の密度が高くなるた
め、中心窩に近い病変ほど視機能に与える影響が大きくなる虞がある。従って、被検眼の
状態を正確に診断するためには中心窩の位置を知ることが重要である。
【０００３】
　中心窩の位置を推定する方法として、内境界膜の最深部を中心窩とする方法および内境
界膜と網膜色素上皮層との間の距離が最短となる位置を中心窩とする方法が知られている
（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１５－５３１２７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように、従来の中心窩の位置を推定する方法では中心窩が断層画像における陥凹
領域に位置することを前提としている。すなわち、従来の中心窩の位置を推定する方法は
、中心窩を抽出する対象が健常眼であることを前提としている。
【０００６】
　従って、例えば図２０に示すように病気によって網膜の形状が変形することで陥凹領域
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の形状が崩れた場合には、従来の方法では中心窩の位置を正確に推定できない虞があった
。
【０００７】
　開示の技術は上記課題に鑑みてなされたものであり、陥凹領域の形状が崩れた場合にお
いても中心窩の位置を正確に推定することを目的の１つとする。
【０００８】
　なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための形態に示す各構成により導か
れる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも開示の
技術の他の目的の１つとして位置付けることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　開示の画像処理装置の一つは、
　眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境界検出手段と、
　前記断層画像を解析することで、前記断層画像における網膜領域の外側の領域及び内側
の領域であって、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値未満である前記外
側の領域及び前記内側の領域が前記断層画像から除かれた領域を前記網膜領域として決定
し、前記網膜領域において、内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの少なくとも
一部の領域を含む第１領域と、前記第１領域とは異なる第２領域であって、前記境界から
視細胞内節外節境界部までの少なくとも一部の領域を含む第２領域とを決定する決定手段
と、
　前記断層画像の深さ方向において、前記第１領域の厚さと前記第２領域の厚さとを比較
する比較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定手段
と、
　前記断層画像を解析することで、前記眼底の異常部位を検出する異常部位検出手段と、
前記推定手段により推定された中心窩の位置と前記異常部位検出手段により検出された異
常部位の位置との関係に基づいて、該関係に対応する中心窩の位置と異常部位との位置と
の関係を有する断層画像を記憶手段から取得する類似画像取得手段と、を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　開示の技術によれば、中心窩の位置を正確に推定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】システムの構成の一例を示す図である。
【図２】中心窩位置の推定の手順の一例を示すフローチャートである。
【図３】空隙領域の一例を示す図である。
【図４】断層像に対する処理の一例を示す図である。
【図５】中心窩の推定方法の一例を示す図である。
【図６】層厚比の一例を示す図である。
【図７】表示画面の一例を示す図である。
【図８】中心窩位置の推定の手順の一例を示すフローチャートである。
【図９】中心窩位置の推定の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１０】中心窩位置の推定の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１１】システムの構成の一例を示す図である。
【図１２】網膜窩剥離の検出方法の一例を示す図である。
【図１３】網膜剥離の検出手順の一例を示すフローチャートである。
【図１４】濃度プロファイルの一例を示す図である。
【図１５】表示画面の一例を示す図である。
【図１６】断層画像の一例を示す図である。
【図１７】表示画面の一例を示す図である。
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【図１８】表示画面の一例を示す図である。
【図１９】網膜剥離の検出手順の一例を示すフローチャートである。
【図２０】健常眼の断層像および患眼の断層像の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　［実施例１］
　図１は、中心窩の位置を推定するシステムの構成の一例を示す図である。図１に示され
たシステムは光干渉断層計１００および画像処理装置２００を備える。なお、光干渉断層
計１００と画像処理装置２００とは、有線または無線を介して通信可能に接続されている
。
【００１３】
　光干渉断層計１００は、被検眼の眼底の断層像を撮像可能なＯＣＴ（Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置である。光干渉断層計１００は、例え
ば、Ｔｉｍｅ－Ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ（ＴＤ－ＯＣＴ）、Ｓｐｅｃｔｒａｌ－Ｄｏｍａｉ
ｎ　ＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）のうちいずれの種類のＯＣＴであってもよい。また、光干渉
断層計１００は、Ｓｗｅｐｔ－Ｓｏｕｒｃｅ　ＯＣＴ（ＳＳ－ＯＣＴ）、またはＰｏｌａ
ｒｉｚａｔｉｏｎ－Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ＯＣＴ（ＰＳ－ＯＣＴ）のうちいずれの種類の
ＯＣＴであってもよい。光干渉断層計１００は、眼底に対して近赤外光（測定光）を走査
することにより得られた眼底からの戻り光と参照光との干渉を利用して網膜の断層を示す
断層画像を取得する。すなわち、光干渉断層計１００は眼底の断層画像を取得する。なお
、被検眼の任意の点における深度方向の一次元の断層画像を取得するための走査を、本明
細書ではＡスキャンと呼び、Ａスキャンで生成した断層画像をＡスキャン画像と呼ぶ場合
がある。さらに、任意の線に沿った二次元の断層画像を取得するための走査を、本明細書
ではＢスキャンと呼び、Ｂスキャンで取得した断層画像をＢスキャン画像と呼ぶ場合があ
る。
【００１４】
　光干渉断層計１００は、取得した断層画像と、撮影情報（画像の種類、撮影部位、固視
灯位置、撮影サイズ、走査パターンなど）を、有線または無線（例えばＵＳＢまたはＬＡ
Ｎなど）を介して画像処理装置２００へと出力する。撮影情報には例えば、画像の種類と
して「ＯＣＴ」、撮影部位として「黄斑部」、撮影サイズとして「１２ｍｍ」、走査パタ
ーンとして「ラインスキャン」などという情報が含まれる。また、撮影情報には固視灯位
置の座標が含まれることとしてもよい。なお、撮影情報はこれに限るものではなく、上記
に記載したすべての情報が必ずしも含まれている必要はないし、他の情報が含まれことと
してもよい。画像の種類はＯＣＴだけではなく、ＳＤ－ＯＣＴ、ＳＳ－ＯＣＴやＰＳ－Ｏ
ＣＴなどＯＣＴの種類まで情報に含めることとしてもよい。また、撮影サイズの単位は長
さではなく角度（画角）でもよい。なお、撮影情報は断層画像と対応付けられた断層画像
とは別の情報であってもよいし、断層画像のヘッダ等にメタデータとして含ませることと
してもよい。
【００１５】
　画像処理装置２００は、光干渉断層計１００により得られた断層画像から中心窩の位置
を推定する。なお、画像処理装置２００は、例えば、デスクトップ型のＰＣ、ノート型Ｐ
Ｃ、またはタブレット型ＰＣである。画像処理装置２００はＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ
を備えており、ＣＰＵはＲＯＭに記憶されたプログラムをＲＡＭに展開することで種々の
機能を実現する。具体的には画像処理装置２００のＣＰＵは取得手段２０１、決定手段２
０２、比較手段２０３、推定手段２０４および表示制御手段２０５として機能する。
【００１６】
　なお、画像処理装置２００が備えるＣＰＵおよびＲＯＭおよびＲＡＭなどのメモリはそ
れぞれ１つであってもよいし複数であってもよい。すなわち、少なくとも１以上のプロセ
ッサ（ＣＰＵなど）と少なくとも１つのメモリ（ＲＯＭ、ＲＡＭなど）とが接続されてお
り、少なくとも１以上のプロセッサが少なくとも１以上のメモリに記憶されたプログラム
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を実行した場合に画像処理装置２００は上記の各手段として機能する。なお、ＣＰＵ以外
にもＡＳＩＣまたはＦＰＧＡによって上記の機能の少なくとも一部を実現することとして
もよい。
【００１７】
　また、画像処理装置２００は、表示手段２０６および記憶手段２０７を備える。本実施
例において表示手段２０６および記憶手段２０７は画像処理装置２００内に備えられるこ
ととしているが、表示手段２０６および記憶手段２０７の少なくとも一方を画像処理装置
２００外に備えることとしてもよい。すなわち、例えばＰＣである画像処理装置２００と
表示手段２０６とは一体であってもよいし別体であってもよい。また、記憶手段２０７は
内部記憶装置であってもよいし外部記憶装置であってもよい。
【００１８】
　取得手段２０１は、光干渉断層計１００から画像処理装置２００へ送信された断層画像
および断層画像の撮影情報を取得する。すなわち、取得手段２０１は眼底の断層画像を取
得する。
【００１９】
　なお、取得手段２０１は、断層画像および断層画像の撮影情報を記憶手段２０７に予め
保存しておき、操作者からの要求に応じて断層画像および断層画像の撮影情報を記憶手段
２０７から読み出す構成であってもよい。なお、本実施例では、取得手段２０１は光干渉
断層計１００から断層画像および断層画像の撮影情報を取得するものとする。
【００２０】
　決定手段２０２は、取得手段２０１により取得された断層画像から、内境界膜から外網
状層と外顆粒層との境界までの少なくとも一部の領域を含む第１領域とこの境界から視細
胞内節外節境界部までの少なくとも一部の領域を含む第２領域とを決定する。一例として
、決定手段２０２は、判別分析法を用いて第１領域および第２領域を決定する。判別分析
法としては大津の判別分析法を用いることができるが、他の判別分析法を用いることとし
てもよい。なお、大津の判別分析法は既知であるため詳細な説明を省略する。決定手段２
０２は断層画像に含まれるＡスキャン画像毎に判別分析法により閾値を決定する。すなわ
ち、決定手段２０２は、第１領域と第２領域とを決定するための閾値を判別分析法により
決定する。そして、決定手段２０２は、Ａスキャン画像毎に、判別分析法により決定した
閾値以上の濃度値を有する断層画像の領域を第１領域、当該閾値未満の濃度値を有する断
層画像の領域を第２領域と決定する。
【００２１】
　また、決定手段２０２は、断層画像を構成する画素の濃度値ではなく画素の輝度値に基
づいて第１領域と第２領域とを決定することもできる。例えば、決定手段２０２は、Ａス
キャン画像毎に、判別分析法により決定した閾値以上の輝度値を有する断層画像の領域を
第１領域、当該閾値未満の輝度値を有する断層画像の領域を第２領域と決定することとし
てもよい。なお、本実施例において濃度値が高いほど輝度値が高いものとしている。上述
のように、決定手段２０２は、断層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値以上の領
域を第１領域、濃度または輝度が閾値未満の領域を第２領域と決定する。閾値を用いた領
域の決定方法は、外顆粒層の輝度が内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの領域
の輝度に比べて低いことを利用している。
【００２２】
　なお、決定手段２０２は断層画像における内境界膜（ＩＬＭ）から視細胞内節外節境界
部（ＩＳ／ＯＳ）までの領域を上記の第１領域および第２領域を決定するための処理対象
とすることとしてもよい。この場合、第１領域および第２領域は内境界膜から視細胞内節
外節境界部までの範囲に含まれることとなる。例えば、決定手段２０２は、断層画像から
ＩＳ／ＯＳを検出しＩＳ／ＯＳより深部の画像を削除することで第１領域および第２領域
を決定するための処理対象を限定することが可能である。なお、決定手段２０２は断層画
像における内境界膜から外境界膜（ＥＬＭ）までの領域を上記の第１領域および第２領域
を決定するための処理対象とすることとしてもよい。
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【００２３】
　比較手段２０３は、断層画像の深さ方向において、第１領域の厚さと第２領域の厚さと
を比較する。より具体的には、比較手段２０３はＡスキャン画像毎に第１領域の厚さと第
２領域の厚さとを比較する。比較手段２０３は比較の結果として、例えば、第１領域の厚
さと第２領域の厚さとの比を示す値を出力する。また、比較手段２０３は、第１領域の厚
さ若しくは第２領域の厚さと第１領域および第２領域の厚さの和との比を示す値を出力す
ることとしても良い。本実施例においては、比較手段２０３は、第１領域の厚さを第１領
域および第２領域の厚さの和で除した値を出力する。
【００２４】
　推定手段２０４は、比較手段２０３による比較結果に基づいて中心窩の位置を推定する
。例えば、推定手段２０４は、比較手段２０３による比較結果が示す値の極点に基づいて
中心窩の位置を推定する。一例として、推定手段２０４は、断層画像において第２領域の
厚さに対する第１領域の厚さが最も小さいことを示す部分を中心窩の位置として推定する
。なお、本実施例において推定手段２０４は第１領域の厚さを第１領域および第２領域の
厚さの和で除した値が最小となる断層画像における位置を中心窩の位置として推定する。
なお、比較手段２０３が比較結果として、第２領域の厚さを第１領域および第２領域の厚
さの和で除した値を出力する場合には、推定手段２０４は第２領域の厚さを第１領域およ
び第２領域の厚さの和で除した値が最大となる断層画像における位置を中心窩の位置とし
て推定する。
【００２５】
　表示制御手段２０５は、各種の情報を表示手段２０６に表示させる。例えば、表示制御
手段２０５は、推定手段２０４により推定された中心窩の位置を示す情報を取得手段２０
１が取得した断層画像に重畳して表示手段２０６に表示させる。なお、中心窩の位置を示
す情報は中心窩の位置を示す矢印、線、円などの図形を含む。なお、表示制御手段２０５
は、中心窩の位置を示す情報を中心窩の位置を示す情報を眼底の正面画像に重畳して表示
手段２０６に表示させることとしてもよい。
【００２６】
　表示手段２０６は、表示制御手段２０５の制御に基づいて各種の情報を表示する。表示
手段２０６は、例えばＬＣＤディスプレイである。
【００２７】
　記憶手段２０７は、各種の情報を記憶する。記憶手段２０７は例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、
ＳＳＤまたはＨＤＤの少なくとも１つを含む。記憶手段２０７は断層画像および撮影情報
を記憶する。また、記憶手段２０７は断層画像と推定手段２０４により推定された中心窩
の位置を示す情報とを対応付けて記憶する。なお、中心窩の位置を示す情報を、断層画像
を示す情報のヘッダ等に含ませることとしてもよい。
【００２８】
　次に、上記のように構成された画像処理装置２００の動作の一例を説明する。図２（ａ
）～（ｃ）は画像処理装置２００の動作の一例を示すフローチャートである。図２（ａ）
は中心窩の位置の推定方法の一例の大まかな手順を示すフローチャートである。
【００２９】
　ステップＳ３００において、取得手段２０１は断層画像（例えばＢスキャン画像）を取
得する。そして、ステップＳ３１０において決定手段２０２は断層画像に含まれる網膜領
域（網膜層）を抽出する。次に、ステップＳ３２０において、推定手段２０４は、抽出さ
れた網膜領域から中心窩の位置を推定する。なお、ステップＳ３１０またはＳ３２０の処
理を行う前に、決定手段２０２は、ノイズ除去、濃度正規化、断層画像の中心位置や傾き
の補正などの前処理を行ってもよい。前処理により、中心窩の位置推定の精度を向上させ
ることが可能である。
【００３０】
　図２（ｂ）はステップＳ３１０の詳細な処理の一例を示すフローチャートである。
【００３１】
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　ステップＳ３１１で、決定手段２０２は、取得した断層画像の外周から中央部に向かっ
てスキャンし、濃度値が閾値を超える画素までの領域を背景領域として除去する。なお、
背景領域を画像から除去することなく、処理対象としないフラグを背景領域に設定するこ
ととしてもよい。
【００３２】
　図３に示す断層画像において、網膜内の嚢胞４０１および外顆粒層は低濃度領域として
描出されるため、単純に低濃度領域を除去すると、網膜内の領域も背景領域として削除さ
れてしまう。これを避けるため、決定手段２０２は、取得した断層画像の外周から中央部
に向かってスキャンし、濃度値が閾値を超える画素までの領域を背景領域としている。
【００３３】
　ステップＳ３１２で、断層画像からステップＳ３１１で決定した背景領域を除いて残っ
た領域のうち低濃度の孤立領域を抽出する。ここで低濃度領域とは断層画像において所定
の閾値未満の濃度を有する画素の領域である。決定手段２０２は低濃度の孤立領域が網膜
外の空隙と判断した場合はこの空隙を背景領域とする。例えば、図３に示すように、網膜
上部に高濃度の後部硝子体皮質４０２が存在する場合、ステップＳ３１１では後部硝子体
皮質４０２より前眼部側の領域までを背景領域と認識する。従って、ステップＳ３１１の
処理後には斜線部で示すような空隙が残ってしまう。この空隙は本ステップにおいて低濃
度の孤立領域として抽出される。削除すべき空隙（網膜外の空隙）か否かは、各孤立領域
の位置、形状および面積の少なくとも一つの情報に基づいて判定される。例えば、断層画
像の深さ方向において網膜の位置は通常略中心に位置するため網膜の厚さを考慮して、決
定手段２０２は、深さ方向において断層画像の中心から所定値以上前眼部側に離れた位置
を基準位置と設定する。そして、決定手段２０２は、この基準位置よりも前眼部側に存在
する低濃度の孤立領域は削除すべき空隙であると判定する。また、網膜内の低濃度の孤立
領域は網膜外の低濃度の孤立領域に比べて小さい場合が多い。そのため、低濃度の孤立領
域の大きさが所定値以上の場合に決定手段２０２は、削除すべき空隙であると判定するこ
ととしてもよい。
【００３４】
　ステップＳ３１３で、決定手段２０２はステップＳ３１２で削除すべき空隙と判定した
領域を背景領域として除去する。ステップＳ３１１－Ｓ３１３の処理で決定手段２０２は
断層画像から背景領域を削除し、網膜領域を抽出することができる。
【００３５】
　ステップＳ３１４，Ｓ３１５により、ステップＳ３１３で抽出した網膜領域に対して解
析を行うことで、決定手段２０２は例えばＩＬＭ、ＲＰＥおよびＩＳ／ＯＳを抽出する。
具体的には、決定手段２０２は、動的輪郭法を使用してＩＬＭ、ＲＰＥおよびＩＳ／ＯＳ
を抽出する。網膜は複数の層から構成されており、健常眼では十層ほどの層が観察される
が、病変や出血がある網膜では十層すべての層を抽出することが困難な場合がある。そこ
で、本実施例では、決定手段２０２は、網膜の層のうち病変などが存在する場合でも比較
的検出が容易な、内境界膜（ＩＬＭ）、網膜色素上皮（ＲＰＥ）、視細胞内接外接接合部
（ＩＳ／ＯＳ）の三層を抽出する。なお、決定手段２０２が抽出する層はこれに限定され
るものではなく、例えば、決定手段２０２はＩＬＭおよびＩＳ／ＯＳのみを抽出すること
としてもよいし、ＩＬＭおよびＲＰＥのみを抽出することとしてもよい。
【００３６】
　まず、ステップＳ３１４において、決定手段２０２は、ステップＳ３１５で動的輪郭法
を適用する際の初期輪郭位置を設定する。ステップＳ３１５で誤った局所解に陥らないよ
うにするため、適切な初期輪郭位置を設定する必要がある。具体的には、まず、決定手段
２０２は、網膜領域において深さ方向（Ｚ軸方向）の濃度が最小となる画素を各Ｘ軸方向
の座標について抽出する。ここで、Ｘ方向はＢスキャン画像の水平方向に対応する。次に
、決定手段２０２は、抽出された画素群の位置を４次近似曲線として近似する。決定手段
２０２は、この近似曲線を網膜中央部を通る、網膜中央ラインとする。さらに、決定手段
２０２は、この網膜中央ラインより脈絡膜の方向にスキャンし、濃度が最大となる複数の
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点をそれぞれ前眼部側から順にＩＳ／ＯＳおよびＲＰＥの初期輪郭点の点列として設定す
る。また、決定手段２０２は、ステップＳ３１３で決定した網膜領域の上端を、ＩＬＭの
初期輪郭点の点列として設定する。なお本実施例では、ステップＳ３１５での初期輪郭位
置として閉曲線を使用するため、決定手段２０２は、Ｂスキャン画像の端部の点列を前記
決定した初期輪郭点に追加して、最終的な初期輪郭位置とする。
【００３７】
　ステップＳ３１５において、決定手段２０２は、ステップＳ３１４で決定した初期輪郭
位置をもとに、動的輪郭法を用いて上記三層の位置を決定する。なお本実施例において、
網膜層は途中で分岐することがなく且つ連続したラインとして各層を抽出することを目的
としているため動的輪郭法を適用している。本実施例では、動的輪郭法のアルゴリズムの
一例としてＳｎａｋｅｓを用いる。Ｓｎａｋｅｓでは、形状エネルギーＥｓｈａｐｅと画
像エネルギーＥＩｍａｇｅとを定義し、繰り返し計算によりこれらのエネルギーを最小化
する。形状エネルギーＥｓｈａｐｅは、網膜層の形状がなめらかになるほどエネルギーが
小さくなり、画像エネルギーＥＩｍａｇｅは、エッジ強度が強いところほどエネルギーが
小さくなるようにそれぞれ定義される。したがって、初期輪郭位置として設定した全点を
動かしながらエネルギーが最小となる箇所を検出することで、エッジ強度が強い層境界が
なめらかな形状として抽出できる。このように、決定手段２０２は、初期輪郭位置として
設定した全点を動かしながらエネルギーが最小となる箇所を検出することで、ＩＬＭ、Ｒ
ＰＥおよびＩＳ／ＯＳを抽出する。
【００３８】
　なお、本実施例において断層画像をＺ軸方向に微分した画像を画像エネルギーＥＩｍａ
ｇｅとして用いた。Ｚ軸方向に微分する方向は、抽出すべき網膜層の境界において画像エ
ネルギーが最小となる向きに設定する。さらに本実施例では、連続、画像、曲率の各エネ
ルギー寄与率はあらかじめ実験的に求めて決定した。
【００３９】
　次に、ステップＳ３１６において、決定手段２０２は、ステップＳ３１５で検出したＩ
ＬＭおよびＩＳ／ＯＳを用いて中心窩位置の推定処理の対象とする画像を取得する。具体
的には、決定手段２０２は、図４に示すように、ＩＬＭを画像上端とする（またはＩＬＭ
を平坦にする）とともに、ＩＳ／ＯＳより脈絡膜側の画像を削除した画像を生成する。な
お、決定手段２０２は、ステップＳ３１１－Ｓ３１３の処理で得られた画像から図４に示
す画像を取得することとしてもよいし、取得手段２０１が取得した断層画像から図４に示
す画像を取得することとしてもよい。なお、図４に示す処理は、後述するステップＳ３２
１～Ｓ３２５の処理を簡単にするために行われる。図４に示す処理ではＩＳ／ＯＳより脈
絡膜側の画像を削除したが、ＩＳ／ＯＳに替えてＲＰＥより脈絡膜側の画像を削除した画
像を生成することとしてもよいし、外境界膜（ＥＬＭ）が検出されている場合にはＥＬＭ
より脈絡膜側の画像を削除した画像を生成することとしてもよい。また、ＩＬＭを平坦に
する処理は実行してもしなくともよい。
【００４０】
　次に、中心窩位置特定処理Ｓ３２０の詳細な処理について説明する。図２（ｃ）はステ
ップＳ３２０の詳細な処理の一例を示すフローチャートである。
【００４１】
　一般的に中心窩では、錐体細胞からなる外顆粒層が厚く、その上部に位置する外網状層
は薄い。また、断層画像において、外網状層は外顆粒層より高濃度で描出される。さらに
言えば、内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの領域は外網状層と外顆粒層との
境界から視細胞内節外節境界部までの領域より高濃度で描出される。したがって、決定手
段２０２は、内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの少なくとも一部の領域を含
む第１領域と前記境界から視細胞内節外節境界部までの少なくとも一部の領域を含む第２
領域とに濃度に関する閾値で分離することができる。本実施例においては判別分析法を用
いて第１領域と第２領域とを分離するが、この分離精度を向上させるための処理をステッ
プＳ３２１で行う。
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【００４２】
　ステップＳ３２１で、決定手段２０２は、ステップＳ３１３で抽出した網膜領域に対し
て濃度値の上限を設定し、その上限濃度値を超える画素の濃度を上限濃度値で置き換える
。これは、例えば、断層画像における網膜神経線維層（ＲＮＦＬ）は濃度値がきわめて高
く、取得した断層画像の濃度値のまま判別分析法を適用すると、ＲＮＦＬとそれ以外の層
とで分離してしまう可能性があるためである。上限濃度値として、たとえばＩＬＭを起点
にＺ軸方向の脈絡膜側に数十画素の領域を抽出し、その濃度値の中央値を用いることとし
てもよいし、あらかじめ規定した濃度値を一律で用いるとしてもよい。なお、ＲＮＦＬな
どの高濃度領域を画像から除外することができる場合には、本ステップを実行しなくとも
よい。
【００４３】
　次に、ステップＳ３２２で、決定手段２０２は、判別分析法を用いて内境界膜から外網
状層と外顆粒層との境界までの少なくとも一部の領域を含む第１領域と前記境界から視細
胞内節外節境界部までの少なくとも一部の領域を含む第２領域とに分離する。また、断層
画像では撮影条件により輝度やコントラストが変動し、また濃度のムラも大きいため、二
層を分離するための閾値は局所的、かつ動的に算出する必要がある。そのため、本実施例
では、図５に示すように、層厚比を算出する位置を中心としてＸ軸方向に一定の幅（たと
えば数十画素）を持つ領域に対して判別分析法を適用し、閾値を決定するものとする。な
お、算出位置のみの領域に対して判別分析法を適用した後、得られた閾値（二層の境界線
）を平滑化する構成にしてもよい。
【００４４】
　図５に示すように、決定手段２０２は例えば、判別分析法により得られた閾値に基づい
て画像の二値化を行うことで、網膜を高濃度領域である第１領域と低濃度領域である第２
領域とに分離する。そして、決定手段２０２は第１領域の厚さと第２領域の厚さを算出す
る。なお、第１領域および第２領域のそれぞれは、画素が連続した領域であってもよいし
不連続な画素を含む領域であってもよい。例えば、二値化の結果、低濃度の画素がＺ軸方
向に不連続に存在する場合、第２領域は、これらの不連続な画素を含むこととしてもよい
。すなわち、二値化の結果得られた高濃度の画素のＺ軸方向における合計を第１領域の厚
さ、二値化の結果得られた低濃度の画素のＺ軸方向における合計を第２領域の厚さとする
こととしてもよい。
【００４５】
　ステップＳ３２３で、比較手段２０３は、ステップＳ３２２の分離結果にもとづいて、
第１領域が全体の層厚に対して占める割合である層厚比をＸ軸方向の各位置について、数
１により算出する。ここで、全体の層厚とは第１領域の厚さと第２領域の厚さとの和であ
る。
【００４６】
【数１】

　ここで、Ｒ（ｘ）は、座標ｘにおける層厚比、ＰＮ（ｘ）は、座標ｘにおける第１領域
の厚さ、ＰＡ（ｘ）は、座標ｘにおける全体の層厚を表す。すなわち、ＰＡ（ｘ）は第１
領域の厚さと第２領域の厚さとの和である。なお、本実施例では層厚比Ｒ（ｘ）は、全体
の層厚に対する第１領域の厚さの割合を層厚比として定義するが、これに限定されるもの
ではない。たとえば、全体の層厚に対する第２領域の厚さの割合を層厚比Ｒ（ｘ）として
もよい。さらに、第１領域の厚さを第２領域の厚さで除した値を層厚比Ｒ（ｘ）として用
いてもよい。または、第２領域の厚さを第１領域の厚さで除した値を層厚比Ｒ（ｘ）とし
て用いてもよい。すなわち、推定手段２０４は、眼底の断層画像の深さ方向において、断
層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値以上の第１領域の大きさと濃度または輝度
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が閾値未満の第２領域の大きさとを比較する。
【００４７】
　ステップＳ３２４で、比較手段２０３は、ステップＳ３２３で算出された層厚比Ｒ（ｘ
）に対して、Ｚ軸方向に直交する方向であるＸ軸方向の移動平均を算出することで層厚比
の平滑化を行う。すなわち、比較手段２０３は、深さ方向に直交する方向における複数の
位置の比較結果の移動平均を算出する算出手段の一例に相当する。平滑化は、皺襞のある
網膜では、各層の厚みが局所的に大きく変動し、局所的に層厚比が低くなる部位が存在す
る場合があり、局所的に層厚比が低くなる部分を中心窩の位置と誤って推定することを防
止するために行われる。
【００４８】
　なお、本実施例では、層厚比算出後に移動平均による平滑化を実行したが、あらかじめ
画像を平滑化した後に層厚比を算出する構成にしてもよい。また、層厚比の平滑化を移動
平均以外の方法により得ることとしてもよい。
ステップＳ３２５で、図５に示すように、推定手段２０４は、平滑化後の層厚比が最小値
となる断層画像における位置（下凸のピークになる位置）を抽出し、この位置を中心窩の
位置と推定する。すなわち、推定手段２０４は、算出された移動平均に基づいて中心窩の
位置を推定する。
【００４９】
　平滑化後の層厚比をＸ軸方向にスキャンした結果、ピークが単一であり、そのピークが
高くなるほど、中心窩位置を高精度に特定することが可能となる。推定手段２０４は例え
ばピークの高さに基づいて中心窩の推定精度を示す指標を算出することとしてもよい。す
なわち、推定手段２０４は層厚比に基づいて中心窩の推定精度を示す指標を算出する。例
えば、推定手段２０４は、層厚比が小さいほど中心窩の推定精度が高いと判定する。なお
、中心窩の推定精度を示す指標は表示制御手段２０５の制御により表示手段２０６に表示
される。また、推定手段２０４は、第１領域の厚さおよび第２領域の厚さの少なくとも一
方に基づいて中心窩の異常度を判定することとしてもよい。推定手段２０４は例えば、中
心窩と推定された位置の第１領域の厚さが厚いほど中心窩の異常度は高いと判定してもよ
いし、第２領域の厚さが薄いほど中心窩の異常度が高いと判定することとしてもよい。ま
た、推定手段２０４は例えば、中心窩と推定された位置における第１領域の厚さと第２領
域の厚さとの差が小さいほど異常度が高いと判定してもよい。
【００５０】
　図６に中心窩の推定処理の一例を説明するための図を示す。図６（ａ）は、健常眼の断
層画像から中心窩位置を特定する場合、図６（ｂ）は、黄斑上膜を発症した眼の断層画像
から中心窩位置を推定する場合を説明するための図である。
【００５１】
　ステップＳ３１０では、決定手段２０２は、断層画像からＩＬＭ５０１、ＩＳＯＳ５０
２、ＲＰＥ５０３を抽出する。ステップＳＳ３２２では、決定手段２０２は、例えば、第
１領域と第２領域視細との境界線５１０を抽出する。さらに、ステップＳ３２３では、比
較手段２０３は、各Ｘ座標におけるＲ層厚比Ｒ（ｘ）を算出する。一例として、比較手段
２０３は、ＩＬＭ５０１と境界線５１０との間の距離であるＰＮ（ｘ）と、ＩＬＭ５０１
とＩＳＯＳ５０２との間の距離であるＰＡ（ｘ）を算出し、数１に従って層厚比Ｒ（ｘ）
を算出する。図６に示すように、たとえば黄斑上膜を発症した眼においても、中心窩付近
において層厚比Ｒ（ｘ）が低くなる傾向は維持される。従って、推定手段２０４は、健常
眼のみならず患眼においても中心窩位置を精度よく推定することが可能となる。なお、本
実施例では、断層画像における濃度を用いて解析したが、輝度を用いても同様の効果を得
ることができる。また、外顆粒層の濃度が外網状層から内境界膜まで領域の濃度よりも低
い断層画像を処理対象としたが、濃度値を反転させた画像を処理対象とすることも可能で
ある。
【００５２】
　上記のようにして推定した中心窩の位置を表示制御手段２０５は表示手段２０６に表示
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させる。図７は表示手段２０６における画面の一例を示す図である。図７（ａ）において
は、表示制御手段２０５は正面画像１１０および断層画像１１１を表示手段２０６に表示
させるとともに、推定手段２０４により推定された中心窩の位置を示すマーカー１２０を
断層画像１１１に重畳して表示手段２０６に表示させる。なお、中心窩の位置を示すマー
カー１２０の形状は矢印であってもよいし、図７（ｂ）に示すように線であってもよい。
また、中心窩周囲を囲むような楕円または円を表示してもよいし、画像上の座標などを数
値として表示する構成にしてもよい。
【００５３】
　また、表示制御手段２０５は、図７に示すように正面画像１１０上に断層画像１１１の
取得位置を示すマーカーを表示手段２０６に表示させることとしてもよい。この断層画像
１１１の取得位置を示すマーカーは操作者の操作により移動可能であり、表示制御手段２
０５は、断層画像１１１の取得位置を示すマーカーの位置に対応した断層画像１１１を表
示手段２０６に表示させる。さらに、表示制御手段２０５は、断層画像１１１の取得位置
を示すマーカーの位置に対応した中心窩の位置を示すマーカー１２０を表示手段２０６に
表示させる。すなわち、表示制御手段２０５は、断層画像１１１の取得位置を示すマーカ
ーの位置の更新に伴い、断層画像１１１および中心窩の位置を示すマーカー１２０を更新
する。
【００５４】
　上述した本実施例によれば、健常眼のみならず患眼であっても断層画像から中心窩の位
置を正確に推定することが可能である。
【００５５】
　また、推定した中心窩の位置を断層画像上で示すことができるため、医師は患眼の断層
画像であっても中心窩の位置を容易に把握することができる。すなわち、本実施例によれ
ば医師の迅速な診断を支援することが可能となる。
【００５６】
　また、本実施例によれば、全ての層をセグメンテーション（層認識）することなく判別
分析法等を用いて第１領域と第２領域とに分離している。そのため、病気により網膜の形
状が変形しており詳細なセグメンテーションが難しい場合においても、中心窩の位置を正
確に推定することが可能となる。
【００５７】
　（変形例１）
　実施例１においては実施例１のステップＳ３２２では決定手段２０２が、判別分析法を
使用して画像を第１領域と第２領域とに分離した。しかし本変形例では、決定手段２０２
が外網状層と外顆粒層との境界を検出できる場合には、検出した外網状層と外顆粒層との
境界を利用して第１領域と第２領域とに分割することとしてもよい。すなわち、決定手段
２０２は、断層画像から検出された層境界に基づいて第１領域と第２の領域とを決定する
。
【００５８】
　なお、層境界の検出方法は既知の方法を用いることが可能である。例えば、決定手段２
０２は断層像における濃度または輝度の変化をＺ軸方向に検出し、輝度の変化が大きい部
分を層境界と認識することが可能である。外網状層と外顆粒層とは通常輝度差があるため
、決定手段２０２は断層像における濃度または輝度の変化をＺ軸方向に検出ことで、外網
状層と外顆粒層との境界を検出することが可能である。なお、決定手段２０２は、外網状
層と外顆粒層との境界より前眼部側に位置する網膜領域を第１領域、外網状層と外顆粒層
との境界より脈絡膜側に位置する領域を第２領域とすることができる。外網状層と外顆粒
層との境界の検出はステップＳ３１０で実施することとしてもよいし、ステップＳ３１０
以前に、あらかじめ実施することとしてもよい。
【００５９】
　本変形例によれば、判別分析法を用いることなく中心窩の位置を推定することが可能と
なる。また、層厚マップ等を作成するために外網状層と外顆粒層との境界が使用される場
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合には、中心窩位置の推定と層厚マップの作成とで外網状層と外顆粒層との境界の抽出結
果を共用することが可能となる。
【００６０】
　（変形例２）
　実施例１では、ステップＳ３２３で、第１領域の層厚と第１領域の層厚と第２領域の層
厚の和の比を算出したが、比較手段２０３は第１領域の層厚と第２領域の層厚との差を算
出してもよい。すなわち、比較手段２０３は、第１領域の厚さと第２領域の厚さの比較結
果として第１領域の厚さと第２領域の厚さとの差を出力する。
【００６１】
　例えば、数２に示すように、比較手段２０３は第１領域の層厚と第２領域の層厚との差
を算出することで、相対的に第１領域の層厚が薄い領域を特定することができ、実施例１
と同様の効果を得ることができる。
【００６２】
【数２】

　ここで、Ｓ（ｘ）は、座標ｘにおける層厚差、ＰＮ（ｘ）は、座標ｘにおける第１領域
層の厚さ、ＰＣ（ｘ）は、座標ｘにおける第２領域の厚さを表す。
【００６３】
　なお、推定手段２０４は、層厚差Ｓ（ｘ）が最大となる位置を中心窩の位置と推定する
。なお、ＰＮ（ｘ）からＰＣ（ｘ）を引くようにしてもよい。この場合、推定手段２０４
は、層厚差が最小となる位置を中心窩の位置と推定する。すなわち、
　本変形例によれば、実施例１と略同様の効果を奏することが可能となる。
【００６４】
　（変形例３）
　実施例１では、断層画像における解析処理の対象領域（Ｘ方向の領域）を限定していな
いが、撮影情報をもとに解析処理の対象領域を限定してもよい。具体的には、撮影情報と
して撮影時の固視灯位置を取得し、固視灯位置に対応する断層画像の領域周辺のみを解析
処理の対象としてもよい。解析領域を限定する処理は、中心窩（黄斑）の位置は固視灯の
提示位置に対応して移動することを利用するものである。
【００６５】
　例えば、固視灯の提示位置が断層画像の撮影範囲（走査範囲）の中心に対応している場
合には、通常中心窩は画像の中心付近に位置することとなるため、断層画像の左右端近傍
の領域に対して上述した中心窩位置の推定処理は実施しないこととしてもよい。例えば、
比較手段２０３は、固視灯の提示位置が断層画像の撮影領域の中心に対応している場合に
は断層画像の左右端近傍の領域において第１領域と第２領域の層厚の比較を行わないこと
としてもよい。なお、推定手段２０４は、断層画像の左右端近傍の領域における比較手段
２０３の比較結果を中心窩の位置推定に用いないこととしてもよい。また、固視灯の提示
位置が断層画像の撮影領域の端部に対応している場合には、断層画像の中心付近の領域に
対して上述した中心窩位置の推定処理は実施しないこととしてもよい。すなわち、推定手
段２０４は、固視灯の提示位置に関する情報および比較手段による比較結果に基づいて中
心窩を推定する。
【００６６】
　本変形例によれば、中心窩の位置を推定するまでの処理時間を短縮することが可能とな
る。
【００６７】
　（変形例４）
　変形例３では、撮影情報をもとに解析処理の対象領域を限定したが、撮影情報から断層
画像中に明らかに中心窩領域が含まれないと判断できる場合は、中心窩位置の推定処理自
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体を実行しないように構成してもよい。すなわち、推定手段２０４は、固視灯の提示位置
に関する情報に基づいて中心窩の位置の推定を実行するか否かを判断する。
【００６８】
　具体的には、取得手段２０１が断層画像および固視灯の提示位置および撮影範囲を含む
撮影情報を取得すると、推定手段２０４は撮影時に使用した固視灯提示位置や撮影範囲な
どを取得し、断層画像における中心窩の位置を大まかに推定する。言い換えれば、推定手
段２０４は、中心窩位置が解析処理対象としている断層画像に含まれているか否かを判断
する。すなわち、推定手段２０４は、撮影範囲に固視灯の提示位置が含まれるか以下を判
断する。中心窩領域が含まれていないと判断できる場合は、推定手段２０４は中心窩位置
の推定処理自体を実行しない。例えば、視神経乳頭および黄斑のうち視神経乳頭のみを含
むように断層画像が撮影された場合には、推定手段２０４は中心窩位置の推定処理を実行
しない。
【００６９】
　なお、予め視神経乳頭および黄斑のうち視神経乳頭のみを含むように断層画像撮影する
撮影モードが光干渉断層計１００に備えられており、当該撮影モードで撮影された断層画
像であることを示す情報が撮影情報に含まれている場合には、推定手段２０４は固視灯提
示位置などの情報を用いることなく撮影モードの情報に基づいて中心窩位置の推定処理を
実行しないと判断する。
【００７０】
　本変形例によれば、不要な中心窩推定処理を実行することを防止することができる。ま
た、表示制御手段２０５は、表示手段２０６に解析処理対象の断層画像に中心窩領域が含
まれていない旨の通知を表示させることとしてもよい。これにより、たとえばスクリーニ
ング時のように、一度に大量の断層画像に対する判断が必要な場合に、判断に要する時間
を短縮することができる。
【００７１】
　［実施例２］
　本実施例では、実施例１の構成において、ステップＳ３２５で中心窩位置の推定に失敗
した場合の処理について述べる。図８は、本実施例における中心窩位置の推定処理の一例
を示すフローチャートである。ステップＳ３２１からステップＳ３２５までの処理は、実
施例１と同様であるため詳細な説明は省略する。ステップＳ３２５で、平滑化後の層厚比
をＸ軸方向にスキャンした際、同程度の高さのピークが複数存在する場合や、ピークは単
一でも高さが低く不明瞭な場合などには、精度よく中心窩の位置を推定できない虞がある
　したがって、ステップＳ３２６において推定手段２０４は、ピークの数およびピークの
高さに基づいて中心窩の推定に成功したか否かを判定する。例えば、推定手段２０４は、
平滑化後の層厚比をＸ軸方向にスキャンした結果、ピークが単一でその高さが中心窩位置
の特定に十分である場合には中心窩の位置を推定できたと判定する。中心窩位置が特定で
きたと判断した場合は、中心窩位置特定処理Ｓ３２０を終了する。
【００７２】
　一方、推定手段２０４は、平滑化後の層厚比をＸ軸方向にスキャンした結果、同程度の
高さのピークが複数存在する場合またはピークは単一でも高さが低く不明瞭な場合には中
心窩位置が推定できていないと判断する。中心窩位置が推定できていないと判断された場
合は、ステップＳ３２７において、推定手段２０４は断層画像の中心を中心窩の位置と推
定する。すなわち、推定手段２０４は、層厚の比較結果に基づいて中心窩の位置を推定で
きない場合、断層画像の中心を中心窩の位置として推定する。
【００７３】
　これは、一般的なＯＣＴ撮影において、黄斑部を中心に撮影する機会が多く、おおむね
中心窩が画像中心部周辺にあると考えられるためである。この場合、推定手段２０４は画
像中心部を中心窩と推定した後、中心窩位置特定処理Ｓ３２０を終了する。
【００７４】
　表示制御手段２０５は、第１実施例と同様に表示手段２０６に中心窩位置を示すマーカ
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ー１２０を断層画像に重畳して表示させる。但し、中心窩位置をステップＳ３２５で推定
に成功した場合とステップＳ３２７で推定した場合とでは推定精度が異なる虞があるため
、表示制御手段２０５は中心窩位置を示すマーカー１２０の表示形態を異なる形態にする
こととしてもよい。以降の実施例においても中心窩の推定方法が異なる場合には、中心窩
位置を示すマーカー１２０を異なる表示形態としてもよい。また、ステップＳ３２７で中
心窩を推定した場合には、表示制御手段２０５は、画像の中心を中心窩位置として推定し
た旨のメッセージを表示手段２０６に表示させることとしてもよい。
【００７５】
　本変形例によれば、層厚比による中心窩位置の推定に失敗した場合においても、中心窩
位置を推定することが可能となるため、ロバスト性を向上することができる。
【００７６】
　（変形例１）
　実施例２では、層厚比による中心窩位置特定に失敗した場合に、解析対象画像の中心を
無条件で中心窩と推定していたが、この処理に替えて、撮影情報を用いて中心窩位置を推
定する処理を実施することとしてもよい。より具体的には、推定手段２０４は例えば、撮
影情報に含まれる固視灯の提示位置および撮影範囲に基づいて、固視灯の提示位置に対応
する断層画像中の領域を決定し、この決定された位置を中心窩の位置と推定する。すなわ
ち、推定手段２０４は、層厚の比較結果に基づいて中心窩の位置を推定できない場合、固
視灯の提示位置に関する情報に基づいて中心窩の位置を推定する。
【００７７】
　本変形例によれば、層厚比による中心窩位置の推定に失敗した場合においても、中心窩
位置を推定することが可能となるため、ロバスト性を向上することができる。また、本変
形例によれば、中心窩が断層画像の中心に位置しない場合においても、中心窩位置を精度
よく推定することが可能となる。
【００７８】
　（変形例２）
　実施例２では、層厚比による中心窩位置特定に失敗した場合に、解析対象画像の中心を
無条件で中心窩と推定していたが、この処理に替えて、層厚が最小となる部分（すなわち
、陥凹部）を中心窩位置と推定する処理を実行することとしてもよい。例えば、推定手段
２０４は、ステップＳ３１５において抽出したＩＬＭおよびＩＳ／ＯＳ間の距離が最小と
なる位置を中心窩の位置と推定することとしてもよい。また、推定手段２０４はＩＬＭお
よびＲＰＥ間の距離が最小となる位置を中心窩の位置と推定することとしてもよい。
【００７９】
　本変形例によれば、層厚比による中心窩位置の推定に失敗した場合においても、中心窩
位置を推定することが可能となるため、ロバスト性を向上することができる。また、本変
形例によれば、中心窩が断層画像の中心に位置しない場合においても、中心窩位置を精度
よく推定することが可能となる。
【００８０】
　なお、推定手段２０４は、本変形例と実施例２とを連続的に実行することとしてもよい
し、本変形例と変形例１とを連続的に実行することとしてもよい。
【００８１】
　［実施例３］
　実施例１および実施例２では、取得手段２０１で取得した断層画像に対して、最初に層
厚比による中心窩位置の推定処理を実行する構成にしていたが、層厚比による中心窩位置
の推定処理に先立って他の中心窩位置の推定処理を実行することとしてもよい。本実施例
においては、他の中心窩位置の推定処理の一例として、健常眼における中心窩は陥凹領域
として観察されることを利用した推定処理を採用する。
【００８２】
　図９は本実施例における中心窩位置の推定処理の手順の一例を示すフローチャートであ
る。ステップＳ３２１からステップＳ３２５までの処理は、実施例１と同様であるため詳
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細な説明は省略する。
【００８３】
　ステップＳ３２８では、推定手段２０４は、ステップＳ３１５で決定手段２０２により
抽出されたＩＬＭの層境界情報から、断層画像内の陥凹部を探索する。すなわち、決定手
段２０２は、断層画像に含まれる層境界を検出する検出手段の一例に相当する。
【００８４】
　次に、ステップＳ３２９では、例えば、推定手段２０４は、ＩＬＭとして抽出したライ
ンのＺ軸方向の座標が極小且つ最小となる点を算出し、その点を中心窩と推定する。ここ
で、Ｚ軸方向の座標は脈絡膜側に近づく程小さな値となるものとしている。
【００８５】
　さらに、ステップＳ３３０において、推定手段２０４は、極小且つ最小となる位置のＩ
ＬＭのＺ座標と、その他の位置のＩＬＭのＺ座標との差を求めることで、中心窩と特定す
るに十分な陥凹であるかを判定する。例えば、推定手段２０４は、極小且つ最小となるＩ
ＬＭのＺ座標と、その位置からＸ軸方向に数十から数百画素離れた位置のＩＬＭのＺ座標
を比較することで十分な陥凹であるか判定することができる。なお、極小となる位置から
判定に使用する位置までの画素数は、断層画像の解像度や撮影条件などを加味して決定す
ることとしてもよいし、一律の画素数であってもよい。例えば、推定手段２０４は、ステ
ップＳ３３０においてＺ座標の差が所定閾値以上であれば中心窩位置を推定できたと判定
する。一方、推定手段２０４は、ステップＳ３３０においてＺ座標の差が所定閾値未満で
ある場合には中心窩位置を推定できなかったものとして、ステップＳ３２１へ進み、実施
例１の方法を実施する。すなわち、推定手段２０４は、検出された層境界（内境界膜）に
基づいて中心窩を推定し、層境界に基づいて中心窩を推定できない場合に比較手段による
層厚の比較結果に基づいて中心窩を推定する。
【００８６】
　本実施形態によれば、中心窩位置の推定処理のロバスト性を向上できる。なお、本実施
例ではＩＬＭがＺ軸方向の座標において極小且つ最小となる点を中心窩の推定に使用した
。しかし、例えばＲＮＦＬの厚みが最小となる点を中心窩の推定に用いもよいし、ＩＬＭ
とＩＳ／ＯＳなど他の層との距離が最小となる点を中心窩の位置推定に用いてもよい。ま
た、本実施例では、層境界情報のみにもとづいて中心窩位置を判定したが、実施例１およ
び実施例２に示したように、固視灯位置などの撮影情報も加味して判定する構成にしても
よい。例えば、推定手段２０４は、ＩＬＭのＺ座標が極小且つ最小となる断層画像におけ
る位置が、撮影情報に含まれ固視灯の提示位置および撮影範囲の情報から推定された断層
画像における中心窩位置と等しい場合または位置の差が所定閾値以内の場合に、ＩＬＭの
Ｚ座標が極小且つ最小となる断層画像における位置を中心窩の位置と推定することとして
もよい。これにより、撮影情報と層形状の両方の情報から中心窩位置を推定できるため、
中心窩位置の推定精度を向上させることができる。
【００８７】
　（変形例１）
　実施例３では、層厚比による中心窩位置の推定処理に先立ち、層境界情報を使用して中
心窩位置を推定こととしたが、他の方法を使用してもよい。健常眼における中心窩は、眼
底カメラで撮影した眼底画像など、眼球の正面から観察した場合、暗部として観測される
ことが知られている。このため、例えば、推定手段２０４は断層画像の画素値（輝度値ま
たは濃度値）をＺ軸方向に積算した画像を生成し、最も暗い位置を中心窩として推定する
こととしてもよい。このとき、推定手段２０４は、積算画像において、中心窩と推定した
位置の輝度値と、その他の位置の輝度値とを比較することで、中心窩と推定するのに十分
な輝度差があるかを判定することができる。すなあち、推定手段２０４は中心窩と推定し
た位置の輝度値と、その他の位置の輝度値との差の絶対値が閾値以上かを判定する。そし
て、推定手段２０４は、この差が閾値未満であれば、抽出した位置が中心窩ではないとし
て、実施例１の中心窩位置の推定方法を実施する。すなわち、推定手段２０４は、深さ方
向における断層画像の輝度または濃度の積算値に基づいて中心窩を推定し、積算値に基づ
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いて中心窩を推定できない場合に比較手段による比較結果に基づいて中心窩を推定する。
【００８８】
　本変形例によれば、実施例３と同様の効果を得ることができる。
【００８９】
　（変形例２）
　上記では、層境界情報あるいは積算画像による中心窩位置特定に失敗した場合に、単に
実施例１の方法を実施する構成としたが、他の構成にしてもよい。例えば、推定手段２０
４は、積算画像にもとづいて１つ以上の中心窩位置の候補を抽出する。すなわち、推定手
段２０４は、積算画像における輝度が最も低い部分を中心窩位置の候補とする。そして、
次に、断層画像のうち抽出した中心窩位置候補の周辺に処理範囲を限定して、実施例１の
中心窩推定方法を実施する。これにより、中心窩位置を推定する処理の高速化を図れると
ともに、例えば積算画像の輝度と断層画像の層厚比という複数の情報にもとづいて中心窩
位置を特定できるため、特定精度を向上させることが可能となる。なお、積算画像の輝度
値が最小となる位置に替えてＩＬＭのＺ座標が極小且つ最小となる位置を用いることとし
てもよい。
［実施例４］
　実施例１から実施例３では、１枚の断層画像から中心窩位置を特定する方法としたが、
本実施例では複数の断層画像から中心窩位置を特定する方法について示す。光干渉断層計
１００は、被検眼の詳細な情報を取得するため、複数の走査モードを有することが多い。
具体的には、同一部位を一度ずつスキャンする垂直スキャンや水平スキャンなどのライン
スキャンのほかに、同一部位について放射状に走査するラジアルスキャンや、直交する方
向に走査するクロススキャンなどがある。本実施例では、黄斑部をクロススキャンした場
合の例について説明する。図１０は本実施例における中心窩位置の推定処理手順の一例を
示すフローチャートである。ステップＳ３２１からステップＳ３２５までの処理は、実施
例１と同様であるため詳細な説明は省略する。クロススキャンにより得られた断層画像は
、眼底に対して異なる方向（直行する方向）に測定光を走査することで得られた複数の断
層画像の一例に相当する。
【００９０】
　ステップＳ３３１において、推定手段２０４は、全ての断層画像から中心窩位置を推定
したか否かを判定する。中心窩位置の推定が済んでいない断層画像が存在する場合にはス
テップＳ３２１へ進み、実施例１に示した中心窩位置の推定が実行される。一方、全ての
断層画像に対して中心窩位置の推定が行われている場合には、ステップＳ３３２へ進む。
ステップＳ３３２では、推定手段２０４が、各断層画像において推定された中心窩位置を
比較する。１枚の断層画像から中心窩の位置を推定した場合、推定した位置が本当に正し
い位置か否かを確認することは難しいが、複数のＢスキャン画像を用いることで中心窩の
位置の推定精度を向上させることが可能である。このため、推定手段２０４は、各断層画
像における中心窩位置の推定結果を比較する。そして、各断層画像の中心窩の推定位置が
一致する場合にはステップＳ３３３へ進み、推定手段２０４は、一致している点を中心窩
位置と推定する。すなわち、推定手段２０４は、複数の断層画像それぞれにおける層厚の
比較結果に基づいて中心窩の位置を推定する。より具体的には、推定手段２０４は、前記
取得手段は、前記眼底の異なる位置に測定光を走査することで得られた複数の断層画像そ
れぞれから中心窩の位置を推定する。
【００９１】
　一方、各断層画像の中心窩の推定位置が一致していない場合はステップＳ３３４へ進み
、推定手段２０４は、複数の断層画像のうちステップＳ３２５で算出した平滑化後の層厚
比のピークが高い位置を中心窩と推定する。
【００９２】
　なお、推定手段２０４は、中心窩の推定位置を比較する前に、ＳＬＯなどで得られた眼
底画像から既知の手法で眼の動きを検出し、この動きに基づいて断層画像同士を位置合わ
せすることとしてもよい。断層画像同士の位置合わせを行うことでより正確に中心窩の推
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定位置を比較することが可能となる。
【００９３】
　本実施例によれば、１枚のＢスキャン画像から中心窩位置を推定する場合に比べ、高精
度に中心窩位置を推定することができる。なお、本実施例では、複数のＢスキャン画像か
ら推定した中心窩位置が一致しない場合、平滑化後の層厚比のピークを解析する方法とし
たが、これに限定するものではない。例えば、上述の方法と同様に、Ｂスキャン画像の中
心を中心窩と推定してもよいし、撮影情報にもとづいて中心窩位置を推定してもよい。ま
た、各断層画像の中心窩の推定位置が一致しない場合には、中心窩の推定ができなかった
ものとして、表示制御手段２０５は表示手段２０６に中心窩が推定できない旨のメッセー
ジを表示させることとしてもよい。このようにすれば、精度の高い中心窩位置のみを操作
者に知らせることができるため、操作者に誤った情報を伝える可能性を低減することが可
能となる。
【００９４】
　なお、直交する複数のラインスキャンを行うマルチクロススキャンで得たＢスキャン画
像においても、同様の方法で中心窩位置を特定することができる。マルチクロススキャン
など、複数枚のＢスキャン画像を解析対象とすることで、中心窩位置の特定精度が向上す
る一方、処理時間が増大する懸念がある。この場合、実施例１で示したように、撮影情報
などからＢスキャン画像中に明らかに中心窩領域が含まれないと判断できる場合は、解析
対象とせず、中心窩領域が含まれると判断できる画像のみを上述の方法により解析する。
これにより、中心窩位置特定精度の向上と処理速度の向上を両立することが可能となる。
【００９５】
　（変形例１）
　実施例４では、複数枚のＢスキャン画像から中心窩位置を特定する場合の方法について
示したが、他の方法にしてもよい。具体的には、光干渉断層計１００を使用することで、
網膜内の矩形領域について、取得位置を移動しながら水平方向に複数回走査して、被検眼
の三次元断層画像を生成することができる。すなわち、取得手段２０１は、三次元断層画
像を取得する。なお、三次元断層画像は複数のＢスキャン画像から構成される。
【００９６】
　推定手段２０４は、取得した三次元断層画像に対して、実施例１と同様の処理を実行す
る。従って、三次元断層画像に対して推定された中心窩の位置を対応付けることができる
。また、三次元断層画像を深さ方向に積算することで、眼底表面を示す積算画像を生成す
ることが可能であるため、積算画像に対しても推定された中心窩の位置を対応付けること
ができる。さらに、ＳＬＯ画像及び眼底カメラで取得した眼底画像と積算画像とは同じ眼
底表面を示す二次元画像であるため、位置合わせを行うことで、ＳＬＯ画像及び眼底画像
に対しても推定された中心窩の位置を対応付けることができる。
【００９７】
　表示制御手段２０５は、表示手段２０６に、正面画像１１０を表示させ、上述の対応付
けに基づいて表示した正面画像１１０上に推定した中心窩位置を表示させることができる
。正面画像としては、ＳＬＯ画像や、取得した被検眼の三次元断層画像をＺ軸方向に積算
した積載画像を表示することが可能である。また、表示手段２０６は、正面画像としては
、三次元断層画像から二つの任意の基準面にもとづいて平面に投影したＥｎ－Ｆａｃｅ画
像、あるいは眼底カメラで撮影した眼底画像などを表示することができる。
【００９８】
　本変形例によれば、被検眼を正面から観察した正面画像上の中心窩位置を表示すること
できるため、操作者は眼底表面における中心窩位置を容易に認識することができる。
［実施例５］
　本実施例では、推定された中心窩位置周辺の画像を詳細に解析することで中心窩におけ
る網膜剥離を検出する。ＲＰＥに存在する細胞は視細胞外節を貪食するため、健常眼にお
いては視細胞外節とＲＰＥとが近接して観察されるが、網膜剥離が発生した眼においては
両者が分離した状態で観察される。上述のように中心窩は視機能に大きな影響を与える部
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位であるため、中心窩周辺で網膜剥離が生じた場合、それが微小領域であっても早期に発
見できることが望ましい。断層画像全体から、この微小な網膜剥離を検出することは、画
像内のノイズなどの影響もあり困難である。そこで本実施例における画像処理装置は、実
施例１～４で述べた方法により推定した中心窩位置を用いて画像解析の対象範囲を限定し
詳細な解析処理を行う。
【００９９】
　図１１に示したシステムは図１のシステムと略同様であるが、解析手段２０８を備える
点で異なっている。
【０１００】
　取得手段２０１などと同様に画像処理装置２００のＣＰＵが解析手段２０８として機能
する。解析手段２０８は、断層画像を解析することで異常部位を検出する。例えば、解析
手段２０８は中心窩における網膜剥離を検出する。より具体的には、解析手段２０８は、
図１２に示すように、決定手段２０２により抽出されたＲＰＥとＩＳ／ＯＳとに挟まれる
領域且つ推定手段２０４により推定された中心窩の位置近傍の領域を画像解析の対象範囲
と決定する。そして、解析手段２０８は、この対象範囲における画像の濃度または輝度を
解析することで網膜剥離を検出する。
【０１０１】
　図１３は、本実施例における画像処理装置の動作の一例を説明するためのフローチャー
トである。図１３（ａ）は、本実施例における画像処理装置の大まかな動作の一例示すフ
ローチャートである。ステップＳ３００～Ｓ３２０は図２（ａ）に示したステップＳ３０
０～Ｓ３２０と同様であるため詳細な説明は省略する。
【０１０２】
　ステップＳ１０００で、解析手段２０８は、推定手段２０４によって推定された中心窩
の位置の左右それぞれ数十～百画素程度の画像解析の対象範囲を抽出する。この対象範囲
の上端および下端はステップＳ３１５で抽出されたＩＳ／ＯＳとＲＰＥとで規定される。
すなわち、解析手段２０８は、推定手段により推定された中心窩の位置に基づいて、中心
窩の位置を含む断層画像における一部の領域を抽出する抽出手段の一例に相当する。
【０１０３】
　次に、ステップＳ１０１０で、解析手段２０８は、断層画像の対象範囲を解析すること
で網膜剥離を検出する。図１３（ｂ）はステップＳ１０１０の詳細な処理手順の一例を示
すフローチャートである。
【０１０４】
　まず、ステップＳ１０１１で、解析手段２０８は抽出した対象範囲において、Ｚ軸方向
に画像をスキャンし、濃度プロファイルまたは輝度プロファイルを算出する。
【０１０５】
　ステップＳ１０１２で、解析手段２０８は、濃度プロファイルにおいて、ＩＳ／ＯＳと
ＲＰＥとの間に低濃度領域がＸ軸方向に一定幅連続して存在する場合に、網膜剥離が発生
している可能性があると判断する。すなわち、解析手段２０８は、抽出手段により抽出さ
れた領域における深さ方向に沿った濃度または輝度の変化に基づいて網膜剥離を検出する
検出手段の一例に相当する。
【０１０６】
　中心窩において網膜剥離が存在しない場合、図１４（ａ）に示すように、ＩＳ／ＯＳか
らＲＰＥにかけて、濃度はおおむね連続的に変化する。一方、網膜剥離が存在する場合は
、図１４（ｂ）に示すように、網膜剥離領域が他の領域に比べ所定閾値以上濃度が低下す
る領域（低濃度の領域）として描出されるため、高濃度領域の間に低濃度領域がある状態
となる。このため、解析手段２０８は、ＩＳ／ＯＳとＲＰＥとの間において、高濃度領域
に挟まれた低濃度領域が存在するか否かを判定することで、網膜剥離の有無を検出するこ
とができる。具体的には、解析手段２０８は、ＩＳ／ＯＳとＲＰＥとの間において、図１
４（ｂ）に示すよう濃度が近傍の領域の濃度に対して所定閾値以上低下している領域を網
膜剥離領域として検出する。
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【０１０７】
　なお、表示制御手段２０５は解析手段２０８による解析結果を表示手段２０６に表示さ
せる。図１５は、表示手段２０６の表示例を示す図である。表示制御手段２０５は、取得
手段２０１で取得した断層画像１１１と、推定手段２０４により推定された中心窩の位置
を示すマーカー１２０、および解析手段２０８による解析結果を表示手段２０６に表示さ
せる。表示制御手段２０６は、表示される解析結果の例として、網膜剥離領域を囲むよう
なマーカー１２０２を表示手段２０６に表示させてもよいし、網膜剥離の有無を示すメッ
セージ１２０３を表示手段２０６に表示させてもよい。網膜剥離領域を囲むようなマーカ
ー１２０２は網膜剥離領域を示すマーカーとして機能している。
【０１０８】
　表示制御手段２０６は、解析手段２０８により網膜剥離が検出された場合、中心窩周辺
部を拡大した断層画像を自動的に表示手段２０６に表示させる構成にしてもよい。なお、
中心窩周辺部を拡大した断層画像は断層画像１１１に重畳されてもよいし、断層画像と切
換え可能に表示されることとしてもよい。さらに、表示制御手段２０５は、表示手段２０
５に正面画像１１０上に、検出した網膜剥離領域を示すマーカー１２０１を表示させるよ
うにしてもよい。
【０１０９】
　本実施例によれば、中心窩における網膜剥離を正確に検出することが可能となる。また
、断層画像または正面画像上に網膜剥離の領域が明示されるため、医師は網膜剥離が発生
している領域を容易に把握することが可能となる。
【０１１０】
　（変形例１）
　本変形例では網膜剥離の検出に判別分析法を用いる。例えば、解析手段２０８は、断層
画像全体ではなく推定された中心窩に基づいて抽出された画像解析の対象範囲に対しての
み判別分析法を適用し閾値を決定する。そして、解析手段２０８は、決定した閾値を用い
て対象範囲の画素を二値化する。解析手段２０８は、この二値化により、対象範囲の画素
を高濃度領域と低濃度領域と分ける。解析手段２０８は、二値化後の低濃度領域を抽出す
る。図１２においては、例えば番号１～３の領域が解析手段により低濃度領域として抽出
される。その後、解析手段２０８は、番号１～３の低濃度領域のうち領域の大きさが最大
のものを選択して、選択した低濃度領域の大きさ、形状、位置の少なくとも一つに基づい
て網膜剥離か否かを決定する。例えば、図１２においては番号１の低濃度領域が解析手段
２０８により選択され、この領域の大きさ、形状、位置が網膜剥離の症状に矛盾しないか
い否かを判定する。解析手段２０８は、例えば、番号１の低濃度領域の大きさが所定の閾
値以上か否か、低濃度領域のＺ軸方向の長さがＸ方向の長さより長いか否か、低濃度領域
の位置がＲＰＥからの所定距離以内にあるか否かを判定する。
【０１１１】
　そして、表示制御手段２０５は、解析手段２０８により番号１の低濃度領域が網膜剥離
であると判定された場合、表示手段２０６に図１２に示すように断層画像上に網膜剥離の
位置を示す情報を表示させる。なお、表示制御手段２０５は、表示手段２０６に番号１の
低濃度領域を強調表示させることとしてもよい。強調表示の一例として、網膜剥離と判定
された低濃度領域を断層画像とは異なる色で表示させることとしてもよいし、低濃度領域
の輪郭を示すこととしてもよい。
【０１１２】
　本変形例によれば、実施例５と同様の効果を奏することが可能となる。
［実施例６］
　実施例５では、解析手段２０８の処理として網膜剥離の有無を解析する処理としたが、
本実施例ではその他の処理について示す。すなわち、推定された中心窩の位置は網膜剥離
の検出以外の処理にも用いることが可能である。
【０１１３】
　上述のとおり、健常眼における中心窩は、断層画像上で陥凹領域として観察される。ま
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た、各網膜層の厚さは、視神経乳頭と黄斑を結ぶ直線に対して、上下方向でほぼ対称、左
右方向についても神経線維層より外層についてはほぼ対称であることが知られている。一
方、黄斑浮腫などが発生すると、たとえば図１６に図示するように黄斑部が隆起し、層厚
の対称性が維持されない場合がある。そこで上述の方法により中心窩位置を特定した後、
さらに網膜層の厚さをＸ軸方向に解析することで、中心窩周辺の異常を検知することが可
能となる。具体的には、解析手段２０８は、例えば中心窩周辺の所定の層の層厚を解析し
、中心窩を挟んでその対称性が維持されているかを判定する。対称性が維持されていない
場合は、異常と判断し、表示手段２０６は実施例５と同様の方法により対称性が維持され
ていない旨を表示することで、操作者に通知する。判定に使用する層厚情報は、新たに算
出してもよいし、ステップＳ３２０で算出した層厚を使用することとしてもよい。
【０１１４】
　本実施例によれば、推定した中心窩の位置に基づいて眼の異常を検知することが可能と
なる。また、異常を検知したことを操作者に通知することが可能なため、操作者は異常が
あることを容易に知ることができる。
［実施例７］
　実施例１では、推定手段２０４は第１領域の厚さと第２領域の厚さとを用いて中心窩の
位置を推定することとしたが、推定手段２０４はいずれか一方の厚さのみに基づいて中心
窩の位置を推定することとしてもよい。
【０１１５】
　例えば、推定手段２０４は、ステップＳ３２２において決定手段２０２により得られた
Ｘ軸方向における第１領域の厚さの分布に基づいて第１領域の厚さが極小および／または
最小となる断層画像における位置を抽出し、その位置を中心窩の位置として推定する。す
なわち、推定手段２０４は、断層画像に含まれる内境界膜から外網状層と外顆粒層との境
界までの少なくとも一部の領域のみの厚さの分布に基づいて中心窩の位置を推定する。よ
り具体的には、推定手段２０４は、第１領域の厚さの極点にもとづいて中心窩の位置を推
定する。
【０１１６】
　また、推定手段２０４はステップＳ３２２において決定手段２０２により得られた第２
領域の厚さが極大および／または最大となる断層画像における位置を抽出し、その位置を
中心窩の位置として推定することとしてもよい。すなわち、推定手段２０４は、
　本実施例によれば、実施例１と同様の効果を奏することが可能となる。また、中心窩の
位置を推定するために、決定手段２０２は第１領域および第２領域のうち一方の厚さのみ
を算出すればよいため、処理時間を短縮することが可能となる。
［実施例８］
　本実施例では、解析手段２０８の解析結果の表示方法について、黄斑円孔の断層画像を
例に示す。一般的に眼球内の網膜より前方は、水とコラーゲン線維、ヒアルロン酸を主成
分とする硝子体で満たされている。硝子体は加齢とともに収縮し、網膜から剥離する。こ
のとき、中心窩付近の網膜が放射状に牽引された結果、円孔が生じる場合がある。これを
黄斑円孔と呼び、黄斑部を含む断層画像は、たとえば図１７に図示するようにＩＬＭが分
断された形状となる。黄斑円孔が生じると、視力が低下し、中心視野が見えにくくなる。
発症から時間が経つほど治療が困難となるため、早期に発見することが望ましい。
【０１１７】
　本画像処理装置の解析手段２０８は、ステップＳ３１０で抽出したＩＬＭ周囲を解析す
る。ステップＳ３１５で動的輪郭法のアルゴリズムとしてＳｎａｋｅｓを用いて網膜層を
抽出しているため、黄斑円孔を生じた断層画像においても、ＩＬＭ抽出結果１４０１は、
図１７に示すように１本のライン状となる。したがって、解析手段２０８は、ＩＬＭ抽出
結果１４０１がステップＳ３１０で判定した背景領域を走行しているかを判定することで
、黄斑円孔が存在するか否かを判定できる。すなわち、解析手段２０８は、中心窩付近の
ＩＬＭが背景領域を走行していると判断した場合、黄斑円孔が存在すると判定する。さら
に、断層画像においてＩＬＭより上方（Ｚ方向の前眼部側）に高濃度領域が存在する場合
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がある。これは、ノイズによる影響を除いて、後部硝子体皮質あるいは蓋や弁である。解
析手段２０８は、高濃度領域が黄斑円孔の真上にある場合は、蓋か弁、それ以外の場合は
後部硝子体皮質と判断することができる。すなわち、解析手段２０８は、黄斑円孔を検出
した場合、黄斑円孔に基づいて蓋または弁を検出する。
【０１１８】
　また、解析手段２０８は断層画像から嚢胞を検出することとしてもよい。具体的には、
解析手段２０８は、ステップＳ３１５で検出されたＩＬＭとＲＰＥとの間の領域に円また
は楕円上の低濃度領域が存在する場合には、その低濃度領域を嚢胞であると判定する。す
なわち、解析手段２０８は、断層画像に対して構造解析を行うことで被検眼の異常部位を
検出する検出手段の一例に相当する。
【０１１９】
　表示制御手段２０５は、図１７に示すように解析手段２０８によって検出された黄斑円
孔、蓋および嚢胞などの所見を所見が検出された断層画像における位置に対応付けて表示
手段２０６に表示させる。所見が検出された部位が中心窩周辺であるほど視力に影響を与
える可能性が高くなるため、表示制御手段２０８は、表示手段２０６は、推定手段２０４
により推定された中心窩の位置に近い所見ほど強調して表示手段２０６に表示させること
としてもよい。例えば、同じ嚢胞という所見が複数検出された場合であっても、表示制御
手段２０５は、中心窩に近い嚢胞の文字を、中心窩から遠い嚢胞の文字より大きく表示手
段２０６に表示させることとしてもよい。図１８は、図面上左の嚢胞が右の嚢胞に比べ中
心窩に近いため文字を大きく表示した場合の表示画面である。なお、文字の大きさではな
く、色を異ならせることで中心窩に近い所見を強調することとしてもよい。すなわち、表
示制御手段２０５は、中心窩の位置に基づいて表示手段２０６に表示させる所見の文字の
表示形態を変更する。なお、図１７において中心窩の位置を示すマーカー１２０は図１７
を見やすくするため省略している。すなわち、中心窩の位置を示すマーカー１２０は所見
と同時に表示手段２０６に表示されてもよい。
【０１２０】
　本実施形態によれば、中心窩との距離に応じて所見を強調して表示することが可能とな
る。従って、操作者は複数の所見のうち重要な所見を容易に把握することが可能となる。
［実施例９］
　本実施例では、中心窩周辺の網膜剥離と、その他の所見の解析を行う処理の一例を、図
１９を用いて説明する。なお、図１９におけるステップＳ３００－Ｓ３２０およびステッ
プＳ１０００、Ｓ１０１０は上述の実施例と同様の処理であるため詳細な説明は省略する
。
【０１２１】
　実施例５において検出した中心窩周辺の微小な網膜剥離は、初期病変の所見である。こ
のため、ある程度進行した網膜疾患を検出した場合は、中心窩周辺の網膜剥離の検出は行
わないように構成する。
【０１２２】
　具体的には、ステップＳ３３５において、解析手段２０８は、例えば、実施例８に示し
たように、まず、ステップＳ３１５で抽出されたＩＬＭの走行状態から、黄斑円孔の有無
を検出する。そして、黄斑円孔が検出された場合、解析手段２０８は、上述のステップＳ
１０００、Ｓ１０１０を実施しないと判断する。そして、表示制御手段２０５は、表示手
段２０６に黄斑円孔が存在する旨のメッセージを表示させ、処理を終了する。
【０１２３】
　一方、黄斑円孔がないと判断された場合は、解析手段２０８は上述の網膜剥離を検出す
る処理を実行する。なお、本実施例では、黄斑円孔の例を用いたが、これに限定するもの
ではない。たとえば、黄斑浮腫を検出してもよいし、網膜色素上皮剥離などによるＲＰＥ
の異常な走行状態を検出してもよい。すなわち、解析手段２０８は、所定の所見を検出し
た場合、網膜剥離の検出処理を実行しない。
【０１２４】
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　本実施形態によれば、不要な処理を行う必要がなくなるため、装置全体の処理を高速化
することができる。また、病気が進行している場合にも微小な網膜剥離を検出しようとし
、誤った検出結果を得ることを防止することが可能となる。
［実施例１０］
　本実施例においては、上記の実施例において推定した中心窩の位置を用いて類似症例（
類似画像）を検索する例について説明する。
【０１２５】
　本実施例において、記憶手段２０７は、推定手段２０４により推定された中心窩の位置
または医師などにより指定された中心窩の位置が対応付けられた複数の断層画像を症例と
して記憶している。すなわち、記憶手段２０７は、複数の断層画像それぞれを各断層画像
における中心窩の位置と対付けて記憶する。
【０１２６】
　そして、推定手段２０４はステップＳ３２５などで断層画像から中心窩の位置を推定し
た後に、当該中心窩の位置と同様または中心窩の位置の差が所定閾値以内の中心窩の位置
に対応付けられた断層画像を記憶手段２０７から取得する。すなわち、推定手段２０４は
、推定された中心窩の位置に対応する中心窩の位置を有する断層画像を記憶手段から取得
する類似画像取得手段の一例に相当する。
【０１２７】
　その後、表示制御手段２０５は、記憶手段２０７から取得した断層画像を取得部２０１
が取得した断層画像と並べて表示部２０６に表示させる。このようにすれば、操作者が比
較しやすい複数の断層画像を表示することが可能である。
【０１２８】
　また、記憶手段２０７は、中心窩の位置に加えて、上記の実施例で解析手段２０８が検
出した所見および所見の位置または医師などにより指定された所見および所見の位置が対
応付けられた複数の断層画像を症例として記憶することとしてもよい。すなわち、記憶手
段２０７は、複数の断層画像それぞれを中心窩の位置および異常部位の位置と対応付けて
記憶する。ここで、所見の位置は異常部位の位置の一例に相当する。そして、
　この場合、推定手段２０４によりステップＳ３２５などで断層画像から中心窩の位置を
推定し且つ解析手段２０８により所見および所見の位置が検出された後に、推定手段２０
４は、当該中心窩と所見との位置関係と同様あるいは中心窩と所見との位置関係の差が所
定閾値以内の中心窩と所見との位置関係を有する断層画像を記憶手段２０７から取得する
。すなわち、推定手段２０４は、推定された中心窩の位置と検出された異常部位の位置と
の関係に対応する中心窩の位置と異常部位の位置との関係を有する断層画像を記憶手段２
０７から取得する。
【０１２９】
　そして、表示制御手段２０５は、記憶手段２０７から取得した断層画像を取得部２０１
が取得した断層画像と並べて表示部２０６に表示させる。なお、推定手段２０４は、処理
対象の断層画像の所見と所見の種類が同一の断層画像を記憶部２０７から取得することが
望ましい。すなわち、推定手段２０４は、処理対象の断層画像の中心窩の位置と所見との
位置関係にできるだけ近い中心窩の位置と所見との位置関係を有する断層画像を記憶手段
２０７から取得する。このようにすれば、操作者が比較しやすい複数の断層画像を表示す
ることが可能である。
【０１３０】
　＜その他の実施形態＞
　以上、実施形態例を詳述したが、本発明は例えば、システム、装置、方法、プログラム
若しくは記録媒体（記憶媒体）等としての実施態様をとることが可能である。具体的には
、複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、撮像装置、Ｗｅｂア
プリケーション等）から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器から
なる装置に適用しても良い。
【０１３１】
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　また、本発明の目的は、以下のようにすることによって達成されることはいうまでもな
い。即ち、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード（コンピ
ュータプログラム）を記録した記録媒体（または記憶媒体）を、システムあるいは装置に
供給する。係る記憶媒体は言うまでもなく、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体である
。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒
体に格納されたプログラムコードを読み出し実行する。この場合、記録媒体から読み出さ
れたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログ
ラムコードを記録した記録媒体は本発明を構成することになる。
【０１３２】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【０１３３】
　１００　光干渉断層計
　２００　画像処理装置
　２０１　取得部
　２０２　決定部
　２０３　比較部
　２０４　推定部
　２０５　表示制御部
　２０６　表示部
　２０７　記憶部
　２０８　解析部

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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